
  

 

利用の方法について 

利用者による申請 

市町村による認定 

認定書受理 

事前面談予約 

事前面談 

施設の利用 

庄原市へお住いの方は、別添の認定

申請書を、庄原市（子育て応援課）

へ提出してください。 

事業所内で実施 

つうえんポータルで事業所

を選択し、事前面談の予

約をしてください 

認定されると、市より「こども誰でも通

園制度つうえんポータル」の利用者ア

カウントが発行されます。ログインし、

利用者のアカウント情報や子どもの

情報等を登録してください。 

 

事前面談が終了した施設が利用可能となり

ます。つうえんポータルで、空き状況を確認し

予約してください。利用可能であれば、予約

完了メールが届きます。 

利用当日は、登園時と降

園時に施設で提示された

2 次元コードを読み込み、

利用開始・終了の登録を

してください。 

こども誰でも通園制度 


